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圃『誰が（運用主体）」における他部隊にr@Jを記議している行 l－ 

動項目については、主たるセクションがどの部隊を指すか以下
の略称で示す0.

社会基盤対策部隊今《社》保健医療部隊今《保》

救援物資部隊今《救》被災者支援部隊今《被》
生活・経済再建支援部隊ぅ《生》

二~］.

県重三

！別冊3

〈接粋〉
国対象災害：本県に影響を及iます可能性が
回想定時間軸：概ね台風到達5目前～1

策本部廃
。帯主たるセクション、または情報を量量する立場
O 斗関係セク・ンョン、または情報を韮査する立場

ン
国台風の進路、速度によっては、TLステージ2から発動する可能性が
ある。

盟各TLステージにおける行動項目Iま、確認すべき項目という
視点で記載している。必ず実施することを示すものではない。

(1）総括部隊用I•『ゼロ・アワーjの定義
I f台風上陸や台風捷近に髭響した大雨等が想定主主盈堕車』

di 

また、行動項目の実施については、顕番にとらわれない臨
機応変な対応が求められる場合があるので、留意が必要とな
る。
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準備体制仁伴う職員配備

緊急派遣チームの派遣判断

地方部派遣チームの派遣状況の把握

タイムライン連携会議の開催

緊急部長会議の開催

台風・気象情報（雨量・潮位）の情報収集（気象台とのホットライン〕

県内各港の体制状況の情報共有

SNSを活用した県民への訪災気象情報の提供

知事からの県民への呼びかけの検討

災害情報の分析（ゼロ・アワーの設定）

リエゾンの受入確認

電力会社と停電時の対応等の情報共有

広域防災拠点の確保

県有撞設における被害未然訪止対策（公用車の安全確保、非常用電源の確保等）

台風・気象情報等の整理人情報提供



圃各TLステージにおける行動項目は、確認すべき項目という

視点で記載している。必ず実施する二とを示すものではない。

また、行動項目の実施については、JI冨番にとらわれない臨

機応変な対応が求められる場合があるので、留意が必要とな

る。

圃台風の進路、速度によっては、nステージ2から発動する可能性が

ある．

I •rゼ口・アワー』の定議
I . r台風土鐘や台風捷近に髭馨した大雨等が想定される時点I
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インズ抜粋〉
E対象災害：本県I手影響を及ぼす可能性がある台鼠

回想定時間軸：概ね台風到達5目前～1日後
（原則、県災害対策本部廃止まで）

@ ＝争主たるセクション、または情報を量宣する立場

。司関係セクション、または情報を韮査する立場
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圃『誰が（運用主体｝』における他部隊Iこ『＠』を記議している行

動項目については、主たるセクシヨンがどの部隊を指すか以下

の略称で示す。

社会基盤対策部隊伊今《社》保健医療部隊ー今《t帯
救撞物資部隊今《救》被災者支接部隊今《被》

生活・経済再建支援部隊今《生》

三重県｜

(1）総括部隊毘

市町の被害情報の収集

警戒体制に伴う職員配備

オペレーションルームの設営

各部隊配備要員の確認

緊急派遣チームの派遣による情報収集

地方部派遣チームの派遣による情報収集

県災害対策本部の設置（設置に伴う連絡、知事・副知事報告）

市町の被害情報の収集・確認（マッピングされた現場情報を含む）ー

防災情報システムを利用した情報の入力

ライフライン・公共交通機関I二関する情報の収集

避難勧告等発令状況・避難所開設情報等の収集

災害情報の分析（ぜ口・アワーの設定）

リエゾンの受入およびリエゾンを通じた関係機関との情報共有

台風・気象情報（雨量・潮位・風速）の情報収集（気象台とのホットライン）

県内各港の体制状況の情報共有

気象台からのリエゾン（JETT）受入〔警報発表時）および今後の対応検討

市町への情報提供

消防庁への被害状況の報告

河JI!水位情報、「大雨・洪水警報の危険度分布」の情報収集および整理

河川情報ホットライン実施の情報確認

ダムの異常洪水持防災操作の実施時における避難判断情報の確認

電力会社と停電対応や復旧方針の調整

災害情報共有システム（Lアラート）等を活用した情報提供

SNSを活用した県民への防災気象情報の提供
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配備人員の増強（2班体制への検討・移行）

各部隊配備要員の増強確認

緊急派遣チームの増員可否の確認

地方部派遣チームの増員可否の確認

本部長指示事項案の作成

本部員会議の開催検討

災害対策統括会議の開催

本部員会議の開催

市町の被害情報の収集・確認（マッピングされた現場情報を含む）

防災情報システムを利用した情報の入力

ライフライン・公共交通機関に関する情報の収集

避難勧告等発令状況・避難所開設情報等の収集
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（※三重河川国道事務所、木曽川下流河川事務所、紀南河川医道事務所、北勢国道事務所、紀勢国道事務所、四日市港湾事務所、蓮ダム管理所）
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置各TLステージにおける行動項目は、確認すべき項目という

視点で記載している。必ず実施することを示すものではない。

また、行動項目の実胞については、！｜贋番にとらわれない臨ー

機応変な対応が求められる場合があるので、留意が必要とな

る。

〈譲粋〉；
題対象災害：本県に影響を及Iます可能性がある台風

国想定時間軸：概ね台風到達S目前～1日後

〈原則、県災害対策本部廃止まで）．

。司空たるセクショニペまたは情報を重量する立場

0 時間係セクシヨン、または情報を蓋査する立場

＇＼~手主主.＇ t三重県｜
毘『誰が（運用主体）』における他部隊Iこr＠』を記議している行 i
動項目については、主たるセケンョンがどの部隊を指すか以下

の略称で示す。

社会基盤対策部隊ぅ《社》保健医療部隊今《保》 I 

救援物資部隊今樹被災者支援部隊令樹 lf1）総~f§CJJ~房
生活且経済再建支援部隊今《生｝

国台風の進路、速度によって位、TLステージ2から発動する可能性が

ある。

1 ・' -t1tl 7']-J(fJ鵡『台呈上陸や台風撞近に墨書Eした大南等が想定される時点J.
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市町の被害情報の収集

災害情報の分析

リエゾンの受入及びリエゾンを通じた関係機関との情報共有

気象台からのリエゾン（JETT）受入（特別警報発表時〕および非常体制移行への検討

気象台からの該当市町への能動的ホットライン

県内各港の体制状況の情報共有

市町への情報提供

消肪庁への被害状況の報告

河J117］（位情報、「大雨・洪水警報の危検度分布Jの情報収集および整理

河Jlf1言報ホ桶ノトライン実路の情報確認

ダムの異常洪水時防災操作の実施時における避難判断情報の確認

電力会社と停電対応や復旧方針の調整

災割吉報共有システムCLアラート）等を活用した情報提供

SNSを活用した県民への防災気象情報の提供

緊急派遣チーム仁よる地方部または市町への支援．

地方部派遣チーム仁よる市町への支援

該当市町への避難に関する助言

通信状況の確認および通信回線の確保

停電等仁備えた通信設備の機能維持

通信施設等の障害情報の報告

集中管理自動車の配車計画
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四
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非常枠制への移行にかかる検討・決定（県庁講堂への移設）

現地災害対策本部の設置検討

各部隊配備委員の増強確認

本部長指示事項案の作成

本部員会議の開催検討

災害対策統括会議の開催

本部員会議の開催

災害対策統括部調整会議の開催

市町の被害情報の収集・確認（マッピングされた現場情報を含台）

防災情報システムを利用した情報の入力

ライフライン・公共交通機関i二関する情報の収集

避難勧告等発令状況’避難所開設情報等の収集

災蓄積報の分析

リエゾンの受入およびリエゾンを通じた関係機関との情報共有

気象台からのリ工、よノ（JETT）受入（特別警報発表時〕および今後の対応検討

県内各港の体制状況の情報共有

市町への情報提供

消防庁八の被害状況の報告
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｛※三重河川l国道事務所長木曽川下流河川事務所、紀南河川l国道事務所、北勢国道事務所、紀勢国道事務所、四日市港湾事務所、蓬ダム管理所）
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圃各TLステ→3における行動項目I玄、確認すべき項目という・
視点で記蔵している．必ず実撞することを示すものではない．
また、行動項目の実施については、胆番にとらわれない臨

機応変な対応が求められる場合があるので、留意が必要とな
る。
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｜｜．『誰が｛翻主体）.Jにおける他部閣ゴ。』を記載してL喝行｜
動項百については、主たるセクシヨンがどの部障を指すか以下
の略称で示す．

：：諺謹空ゐ《w~豊富民~~~－ 1(1）議~＇！i5l1/JJ鏡店ヲ
生活園経済再建支援部隊今《生》

災害救助法・被災者生活再建支援法

緊急避難対策．

輸送手段・移動手段の確保

河川水位情報、『大雨・洪水警報の危険度分布jの情報収集および整理

ダムの異常洪水時防災操作の実施時における避難判断情報の確認

電力会社と停電対応や復旧方針の調整

災害情報共有システムCLアラー的等を活用した情報提供 _, 

SNSを活用した県民への防災気象情報の提供

知事からの県民への呼びかけ

災害現地での通信機材の記置

アマチユア無線等を活用じた非常通信ルートの確保

通信設備の応急復旧

自衛隊への派遣要請

自衛隊の受入体制の整備

海上保安庁への応急措置の実路要請

海上保安庁の受λ体制の整備

国・全国知事会等相互応援協定に基づく応援要請（人的・物的）

国・全国知事会等からの行政職員の受入体制の構築

民間協泊二基づ＜%援要請（人的・物的）

緊急消防護助隊派遣の調整（県消防応援活動調整本部設置）
（※『誰が主運用主体）Jにおける「救助班」を「県消防応援活動調整本部Jと読み替える．〉

－＂＇）コプターの応援要請

ヘリコプターの活動調整・拠点確保

警察、自衛隊、海上保安庁、緊急消防援助隊の活動調整、拠点確保

救効・救急活動の実施

ヘリ司ブタ－rこまる被害情報の収集

-"'J-lブターによる患者搬送のための拠点調整

SCU（広域搬送拠点臨時医療施設）の設置の検討

災害救助法の適用判断．

被災者生活再建支援法の適用判断

知事による市町の避難勧告、避難指示（緊急）の事務の代行

陸上・海上輸送手段の協力要請

レンタカー協会への応援要請（災害対策活動における移動手段の確保として〕

15 

30 

30 

30 

60 

60 

240 

被災市町への災害応援要請
二
日
一
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一
印
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印
一
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一
則

地方部派遣チームの撤収

緊急派遣チームの撤収ー

県災害対策本部の廃止め判断

県災害対策本部の磨止（廃止に伴ヨ連絡、知事・副知事報告）

自衛隊への撤収要請

海上保安庁へめ撤収要請

緊急消防援助隊の引揚げ決定通知
（※『設が｛運用主体）Jにおける『数助班」をr県消防応援活動調整本部Jと読み蓄える．） 60 

（※三重河川国道事務所、木曽川下涜河JI(事務所J紀南河川国道事務所、北勢国道事務所、紀勢国道事務所、四日市港湾事務所、蓮ダム管理所）
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